
（第18526号）東 京 都 公 報令和8年4月14日（火曜日）３

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
七
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
小
金
井
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
四
月
十

五
日
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
四
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

次
の
施
設
に
つ
い
て
、
個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
施
設
と
し

て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
四
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

公

告

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

令
和
四
年
関
東
地

方
整
備
局
告
示
第

二
十
三
号
東
京
都

市
計
画
公
園
事
業

第
五
・
六
・
二
十

号
祖
師
谷
公
園

東
京
都
世
田
谷
区
成

城
九
丁
目
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
一
号

東
部
公

園
緑
地

事
務
所

平
成
二
十
八
年
関

東
地
方
整
備
局
告

示
第
二
百
八
十
一

号
東
京
都
市
計
画

公
園
事
業
第
五
・

七
・
二
十
一
号
和

田
堀
公
園

東
京
都
杉
並
区
大
宮

一
丁
目
、
大
宮
二
丁

目
、
松
ノ
木
一
丁
目
、

松
ノ
木
二
丁
目
及
び

堀
ノ
内
一
丁
目
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
二
号

東
部
公

園
緑
地

事
務
所

昭
和
五
十
一
年
建

設
省
告
示
第
千
三

百
五
十
四
号
東
京

都
市
計
画
公
園
事

業
第
五
・
七
・
二

十
二
号
舎
人
公
園

東
京
都
足
立
区
古
千

谷
一
丁
目
、
古
千
谷

二
丁
目
、
皿
沼
三
丁

目
、
舎
人
公
園
、
西

伊
興
一
丁
目
、
西
伊

興
二
丁
目
、
西
伊
興

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
三
号

東
部
公

園
緑
地

事
務
所
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三
丁
目
、
西
伊
興
町
、

入
谷
町
、
舎
人
町
各

地
内

昭
和
三
十
二
年
建

設
省
告
示
第
千
四

百
八
十
三
号
府
中

都
市
計
画
公
園
事

業
第
七
・
五
・
一

号
及
び
小
金
井
都

市
計
画
公
園
事
業

第
七
・
五
・
一
号

武
蔵
野
公
園

東
京
都
府
中
市
多
磨

町
二
丁
目
及
び
多
磨

町
三
丁
目
並
び
に
小

金
井
市
前
原
町
一
丁

目
、
前
原
町
二
丁
目
、

中
町
一
丁
目
及
び
東

町
五
丁
目
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
四
号

西
部
公

園
緑
地

事
務
所

昭
和
六
十
二
年
建

設
省
告
示
第
千
八

百
七
十
九
号
町
田

都
市
計
画
緑
地
事

業
第
一
号
小
山
田

緑
地

東
京
都
町
田
市
上
小

山
田
町
字
八
号
並
び

に
下
小
山
田
町
字
押

沼
、
字
大
久
保
、
字

梅
木
窪
、
字
堀
切
、

字
兎
谷
、
字
堂
谷
、

字
関
村
、
字
小
ヶ
谷
、

字
桜
ヶ
谷
、
字
上
ノ

山
、
字
馬
場
窪
、
字

鍬
柄
尾
、
字
宮
ノ
腰
、

字
向
田
、
字
宇
津
保

沢
及
び
字
竜
沢
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
五
号

西
部
公

園
緑
地

事
務
所

平
成
二
十
七
年
関

東
地
方
整
備
局
告

示
第
百
号
町
田
都

市
計
画
緑
地
事
業

第
二
号
大
戸
緑
地

東
京
都
町
田
市
相
原

町
字
段
木
入
及
び
字

田
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
六
号

西
部
公

園
緑
地

事
務
所

平
成
三
十
一
年
関

東
地
方
整
備
局
告

示
第
百
五
十
二
号

町
田
都
市
計
画
緑

地
事
業
第
二
号
大

戸
緑
地

東
京
都
町
田
市
相
原

町
字
考
路
、
字
細
豊
、

字
大
北
、
字
大
子
山

及
び
字

田
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
七
号

西
部
公

園
緑
地

事
務
所

平
成
十
三
年
関
東

地
方
整
備
局
告
示

東
京
都
東
久
留
米
市

中
央
町
三
丁
目
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

西
部
公

園
緑
地

第
二
百
五
十
三
号

東
村
山
都
市
計
画

公
園
事
業
第
五
・

五
・
三
号
六
仙
公

園

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
八
号

事
務
所

平
成
三
年
建
設
省

告
示
第
千
八
百
三

十
六
号
多
摩
都
市

計
画
公
園
事
業
第

九
・
六
・
一
号
桜

ヶ
丘
公
園

東
京
都
多
摩
市
連
光

寺
三
丁
目
及
び
連
光

寺
五
丁
目
地
内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

八
十
九
号

西
部
公

園
緑
地

事
務
所

昭
和
五
十
三
年
建

設
省
告
示
第
千
三

百
二
十
七
号
小
笠

原
都
市
計
画
公
園

事
業
第
七
・
五
・

一
号
大
神
山
公
園

東
京
都
小
笠
原
村
父

島
字
東
町
、
字
清
瀬

及
び
字
宮
之
浜
道
地

内

令
和
八
年

三
月
二
十

三
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

九
十
号

西
部
公

園
緑
地

事
務
所

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


